
立地適正化計画の策定について

令和６年11月22日
第６3回三木市都市計画審議会
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●現況調査・分析・課題整理

 都市構造の分析及び課題の整理
●市民意向調査
 アンケートの実施

●基本方針の設定
    基本方針の検討
●各誘導区域の設定
 誘導方針・誘導施設・区域・施策

等の検討

●防災指針の検討
 防災指針の目標・施策の検討

●制度の運用・周知の検討

●公共交通ネットワークの検討

●住民説明会

●目標値の設定
 目標値・評価方法の検討

●計画（素案）の作成

●パブリックコメント
 実施・整理

●計画書（最終）の製本

●制度の周知、届出書類の準備

都市計画審議会 済 ★ 〇

令和6年11月14日時点

令和６年度

令和５年度に完了

令和５年度に完了

令和５年度に完了

令和５年度に完了

今回

現在

全体工程
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完了した工程

現在・今後の工程

現在



■ 各誘導区域の設定
■ 防災指針の検討
■ 誘導施策の検討
■ 目標値の設定
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進捗について

Ｒ５年度

Ｒ６年度

■ 現況調査・分析・課題の整理
■ 市民意向調査
■ 基本方針の検討

資料②
□ 住民説明会
□ 素案の作成
□ パブリックコメント

別紙①

素案の概要



誘導区域設定の手順
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今回報告内容

市街化区域全域

STEP２ 居住の誘導を行わない区域の確認

STEP１ 生活利便性が高くかつ将来人口集積のある区域の確認

STEP３ 総合的に勘案し、誘導区域に含むかどうか判断を行う区域の検討

STEP４ 都市機能誘導区域 STEP５ 居住誘導区域 STEP６ 日常サービス誘導区域

前回内容



 三木市独自で定めた区域

 地域の日常生活に必要な機能の維持・充実を図る

 都市機能誘導区域の外側に設定

 届出義務はない

STEP６ 日常サービス誘導区域
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 都市機能誘導区域

 日常サービス誘導区域

… まとまって立地することで便利となる
施設を誘導する
施設:複合型商業施設、病院、図書館 など

…日常生活に必要な施設を誘導する
施設:診療所、小規模店舗、小規模保育所、金融機関
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都市機能誘導区域と日常サービス誘導区域の比較
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目指すべき都市の骨格構造図
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施
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例

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

大規模
集客施設
商業施設

複合型商業施設 ○ ● ●

総合スーパー 〇 ● ○ ○ ○ ○

医療施設 病院 ○ ○ ● ●

子育て
支援施設 児童館 ○

文化交流
施設

文化会館 ○

公民館 等 ○ ○ ●

歴史資料館 等 ○

図書館 ○ ○

行政施設 市役所 ○

都市機能誘導区域と都市機能誘導施設

〇：区域内に既に立地
●：区域内に立地なし



○地域に馴染む移動手段の確保 ○自動運転などの他のモビリティサービスの導入可能性の検討
○移動に制約を持つ方々に対応した移動手段の確保

（５）まちづくりと連携した地域公共交通サービス

○神戸電鉄粟生線の維持・存続に向け、同線の活性化及び利用促進
○市外への通勤・通学に対応した広域的なバス路線網の形成と、接続する市内間移動の利便性の向上
○交通結節点の環境整備

（４）鉄道及び幹線バスによる、安定した地域公共交通網の形成・維持

○新生活支援策の拡充を検討 ○団地再生プロジェクトの推進 ○空き家の適正管理及び活用
（２）居住誘導区域内に居住を誘導するための施策

○国等の直接支援策や各種支援制度の活用 ○公共施設再配置の推進
○空き店舗の活用

（１）都市機能誘導区域内に都市機能を誘導するための施策
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誘導するための施策

○空き店舗の活用
（３）日常サービス誘導区域内に日常サービスを誘導するための施策
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防災指針

基本方針： 安心・安全な居住地の形成

災害リスク
の整理・分析

≪防災指針の検討フロー≫

課題の抽出 誘導区域の
精査・見直し

防災指針と
具体的な取組
の検討



課題の抽出
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【洪水】
・想定最大規模降雨による

浸水が想定される

【土砂災害】
・土砂災害のリスクがある

【地震】
・防災街区課題地域に位置付けられている 【地震】

・大規模盛土造成地が
広い範囲で指定されている
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土砂災害警戒区域は、
居住誘導区域に含めないこととする



取組方針
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【洪水】
・３Ｄ都市モデルなどを活用した、

防災情報の周知と、市民の防災意識
の更なる向上

【土砂災害】
・土砂災害対策やリスクの周知及び理解の向上
・年１回のパトロール実施【地震】

・歴史的資源の保存と防災対策の両立を図り、
防災街区課題地域の改善を推進する

【地震】
・盛土調査等の実施と公表

【全体】
・災害リスクについての情報発信
・災害発生時に確実に避難できる防災体制を構築する
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評価について

指標・目標値を定め、
目標年度に評価する

必要に応じて、
計画の見直しを行う



○温室効果ガス排出量
○市内粟生線各駅利用者数 ○バス路線１便当たり利用者数 ○公共交通の満足度の回答割合

目標値について
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（１）都市機能誘導に関する指標
○誘導施設の数 ○誘導施設の休廃止の届出件数

（２）居住誘導に関する指標
○人口密度 ○特定空き家の改善件数 ○三木市の住みやすさの回答割合

（３）公共交通に関する指標

○防災に関する取組の満足度の回答割合 ○自宅周辺のリスクや避難所把握の回答割合
（４）防災に関する指標



今後のスケジュール
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令和７年１月～２月:パブリックコメント
事前周知（市のHP、関連団体へチラシ配布 等）

２月～３月:都市計画審議会にて諮問

３月３１日:「三木市立地適正化計画」 策定

４月１日:計画の公表、届出義務の発生


